
独立行政法人国立大学財務・経営センターの役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成20年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

理事長

理事

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成20年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

16,871 11,064 4,812 995
（特別地域手当）

＊

千円 千円 千円 千円

390 （特別地域手当）

千円 千円 千円 千円

1,008 （特別地域手当）

251 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

628 （特別地域手当）

63 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

720 720
（　　　　）

10月1日

千円 千円 千円 千円

1,440 1,440
（　　　　）

注１：「特別地域手当」は、物価及び生計費等が特に高い地域に在勤する役員に支給するもので、地域手当と同様
　　　のものである。

注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付しています。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
      独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

2,092 7月11日Ｂ理事 ◇

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

理事長

Ｂ監事
（非常勤）

前職

Ｃ監事
（非常勤）

Ａ理事 4,739 2,437 1,912 7月10日 ◇

Ａ監事 6,333 3,924 1,718 9月30日

9,649 6,298

　平成20年４月１日に、人事院規則の一部改正（H20.4.1施行）を踏まえ、特
別地域手当の支給割合（8/100→9/100）の引き上げを行った。

　平成20年４月１日に、人事院規則の一部改正（H20.4.1施行）を踏まえ、特
別地域手当の支給割合（14/100→16/100）の引き上げを行った。

　役員報酬のうち期末特別手当（賞与）について、本センターの役員給与規則第９条におい
て、文部科学省独立行政法人評価委員会が行う業績評価を参考に、その者の実績に応じ
て１００分の１０の範囲内で増減ができることとしている。

　平成20年４月１日に、人事院規則の一部改正（H20.4.1施行）を踏まえ、特
別地域手当の支給割合（14/100→16/100）の引き上げを行った。

　改定なし。



３　役員の退職手当の支給状況（平成20年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

2,207 2 3 9月30日 -

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注１：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付しています。

　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

      独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

Ａ理事

Ｂ監事
（非常勤）

業績勘案率は未決定。役員退
職手当規則第８条第２項に基
づき、業績勘案率を１．０とし算
出する暫定退職手当額を支
給。なお、業績勘案率の決定
により差額が生じた場合、差額
を精算する。

Ｃ監事
（非常勤）

Ａ監事

法人での在職期間

理事長

Ｂ理事

摘　　要



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成20年度における給与制度の主な改正点

　① 人件費管理の基本方針

給与種目

賞与：勤勉手当
（査定分）

制度の内容
　各基準日における職員の勤務成績を、「特に優秀な者」、「優秀な者」、「良好な
者」、「上記以外の者」等 に区分し、それぞれの区分に基づく成績率を乗じて支
給。

　昇級日前１年間の勤務実績をもとに勤務成績を判定し、昇給の区分を５段階（Ａ
～Ｅ）に決定。各昇給区分ごとに定められた号俸数分昇給。

俸給

　中期計画における人事に関する計画等に基づき、常勤職員数の抑制等を図るとともに、
業務運営の効率化を図り、業務内容・業務量に応じた適正な人員配置を行うことにより、適
正な人件費の管理に努める。

　独立行政法人通則法第６３条第３項に基づき、社会一般情勢、国家公務員の給与水準
等を考慮して決定。

　職員の勤務成績に応じて、昇格、昇給の実施、及び勤勉手当の成績率による特別加算を
実施している。

○人事院規則の一部改正を踏まえ、以下のように改正
　・地域手当について、平成22年度までの間に計画的に改定することとしており、支給率を改定。
　　（千葉幕張本部　8%→9%、東京連絡所　14.5%→16%）



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

19 41.9 7,337 5,338 122 1,999
人 歳 千円 千円 千円 千円

16 39.7 6,604 4,829 124 1,775
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 53.8 11,248 8,053 107 3,195

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注２：「研究職種」、「医療職種（病院医師）」、「医療職種（病院看護師）」、「教育職種（高等専門学校教員）」
　　　については、該当者がいないため、欄を省略した。

うち所定内人員

任期付職員

事務・技術

教育研究職種

うち賞与平均年齢
平成19年度の年間給与額（平均）

総額
区分

非常勤職員

事務・技術

常勤職員

教育研究職種

事務・技術

教育研究職種

事務・技術

再任用職員

教育研究職種

在外職員



② 年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

2 - - - -

2 - - - -

1 - - - -

5 39.9 5,367 5,928 6,328

4 32.8 - 4,607 -

2 - - - -

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。
注２：すべての年齢階層において該当者が４名以下のため、第１・第３分位折れ線を表示していない。
注３：該当者が２名以下の年齢階層については、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、年間
給与の平均額を表示していない。

注１：「本部主任」の職位において該当者が４名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、年間給与
額の第１・第３分位については記載していない。

・本部部長

・本部課長

・本部主任

 職級別在職状況等（平成２１年４月１日現在）（事務・技術職員）

・本部係長

・本部課長補佐

注２：「本部係長」及び「本部主任」以外の職位において該当者が２名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれ
のあることから、「平均年齢」以下の事項については記載していない。

・本部係員

平均平均年齢人員分布状況を示すグループ

③

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

0

2

4

6

8

10

人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人
千円

 区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 １０級

標準的 主任 主任
な職位 係員 係員 係長 課長補佐 課長 課長 部長 部長 部長 部長

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

16 該当者なし 4 7 1 1 1 2 該当者なし 該当者なし 該当者なし

（割合） (　　 %) (25.0%) (43.8%) (6.3%) (6.3%) (6.3%) (12.5%) (　　 %) (　　 %) (　　 %)
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

～
33
～
29

43
～
31

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

～
3,041

～
2,763

4,786
～

3,308
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

～
4,103

～
3,774

6,599
～

4,556
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

※４級～７級における該当者は２名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、「年齢（最高～最低）」以下の
事項について記載していない。

年間給与額
(最高～最低)

所定内給与
年額(最高～

最低)

年齢（最高～
最低）

人員



④

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

60.1 64.0 62.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

39.9 36.0 37.8

％ ％ ％

         最高～最低 46.1 ～ 33.2 39.1 ～ 30.3 42.4 ～ 31.7

％ ％ ％

64.1 68.2 66.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

35.9 31.8 33.8

％ ％ ％

         最高～最低 40.2 ～ 34.0 36.9 ～ 29.1 35.6 ～ 32.0

⑤

109.3

101.5

すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案 ９９．９

参考 学歴勘案 １０６．９

地域・学歴勘案 ９６．９

賞与（平成20年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

対国家公務員（行政職（一））

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、

区分

指数の状況

対他法人（事務・技術職員）

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員)

項目

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

内容

　当法人は、千葉県千葉市にある本部と東京都千代田区にある東京連絡所が勤務
地となっており、それぞれ地域手当（9％及び16％）が支給されていることから、国家
公務員と比較した場合、対国家公員指数（法人基準年齢階層ラスパイレス指数）が
高くなっている。なお、在勤地域を勘案した比較指標は99．9となり国家公務員とほ
ぼ同等の水準となる。

対国家公務員　　１０９．３

　　として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

管理
職員

一律支給分（期末相当）

　４人 (25.0%)

１２人 (75.0%)

（単位：人）

区　分 １級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 ６級地 非支給地

42,631 7,605 15,388 18,292 9,158 21,587 48,299 

(26.2%) (4.7%) (9.4%) (11.2%) (5.6%) (13.2%) (29.6%)

【出展：平成２０年国家公務員給与等実態調査結果】

行政職俸
給表(一)

所　　在　　地

本　　　部（千葉市）

東京連絡所（千代田区）

地域手当

４級地　9％

１級地 16％

算定対象人数



【国からの財政支出について】
　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　33.6％
　・国からの財政支出額　62,895,820,000円（平成20年度予算）
　・支出予算の総額　187,366,226,000円（平成20年度予算）

【検証結果】
　当法人の対国家公務員指数（109.3）は、国家公務員の水準を上回るものであるも
のの、主に地域手当の影響によるもので、これを勘案した指数は、99.9％と国家公
務員とほぼ同等の水準となっており、適切な水準であると考える。

　給与水準の適切性の
　検証

【累積欠損額について】
　累積欠損額　0円（平成19年度決算）

【検証結果】
　該当なし

講ずる措置

【その他補足事項】
①　平成20年度決算における「支出総額」に占める「給与、報酬等の支給総額」の割
合は0.1%である。
②　本年度の指数算定対象者の学歴構成は、大学卒以上13名（81.3%）、それ以外3
名（18.7%)である。
③　当法人の給与は、国家公務員の給与制度を準用しているものの、職員数が３０
名以下の小規模な組織であり、かつ人事交流により即戦力となる職員を確保してい
ることから、人事異動により指数算定対象者が入れ替わるため、年度によって指数算
定対象者における幹部職員の割合が大きく変動し、これに応じて指数の値が大きく
変動する。このように、法人の努力以外の要因で本指数が大幅に変動するため、指
数の高低により給与水準の適切性を判断することには一定の限度がある。
④平成２０年度については、指数算出対象者（１６名）に対する幹部職員（４名）の割
合（25.0%）が、国家公務員における幹部職員の割合（25.3%）と同程度であるため、
地域を勘案したセンターの給与水準が、国家公務員と同程度となったと考える。

　（指数算定対象者の割合）

【平成22年度に見込まれる対国家公務員指数】
　　[対国家公務員指数]：105以下 （注）、[地域・学歴勘案]：100以下 （注）

　（注）当法人は、独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）において、
　　　組織の見直しとして「大学評価・学位授与機構と統合する」こととされており、上記数値に
　　　ついては、現状職員が引き続き在職した場合に見込まれる数値である。

【給与水準是正のために講ずる措置】
　「行政改革の重要方針」及び「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の
推進に関する法律」を踏まえ、平成１８年度以降の５年間で、平成１７年度における
額からその１００分の５に相当する額以上を減少させることを基本として、人件費の削
減に取り組むとともに、役職員の給与に関し、国家公務員の給与構造改革を踏まえ
た見直しに取り組み、法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合し
た適正な給与水準の確保に努める。

【給与水準是正の目標水準及び具体的期限】
　平成22年度を期限として以下の水準の達成を目標とする。
　　[対国家公務員指数]：105以下 、[地域・学歴勘案]：100以下

 （単位：人）

5 (25.0%) 15 (75.0%) 20 (100.0%) 対国家公務員 109.3

うち 指数算定対象 4 (25.0%) 12 (75.0%) 16 (100.0%) 地域勘案 99.9

5 (23.8%) 16 (76.2%) 21 (100.0%) 対国家公務員 106.2

うち 指数算定対象 3 (23.1%) 10 (76.9%) 13 (100.0%) 地域勘案 95.9

5 (25.0%) 15 (75.0%) 20 (100.0%) 対国家公務員 116.8

うち 指数算定対象 3 (33.3%) 6 (66.7%) 9 (100.0%) 地域勘案 104.8

41,232 (25.3%) 121,728 (74.7%) 162,960 (100.0%)

（参考）指数計

平成18年度

平成19年度

事務・技術職員総数

事務・技術職員総数

管理職員※１ 一般職員

平成20年度
事務・技術職員総数

（参考）国家公務員 行政職俸給表（一)※２

※１）本表における管理職員の定義は、本法人の課長以上（行政職（一）５級相当以上）の事務職員であり、総務省の総括公
表用資料８における管理職員の定義（行政職（一）６級以上）とは異なる。

※２）出展：平成20年国家公務員給与等実態調査



Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成20年度）

前年度
（平成19年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

①

②

③

　上記ⅱ）の進捗状況

基準年度
（平成17
年度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

252,248 222,718 228,365 216,786

△ 11.7 △ 9.5 △ 14.1

△ 11.7 △ 10.2 △ 14.8

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし

216,786

36,717

2,207

△ 11,579 (△ 11.7)△ 28,602

比較増△減

228,365

29,672

－

(△ 5.1)

0 2,2072,207

(△ 5.7)

(56.1)(23.7) 13,193

△ 1,703(△ 4.0)

区　　分
中期目標期間開始時（平
成16年度）からの増△減

-
退職手当支給額

29,154 △ 1,164
福利厚生費

非常勤役職員等給与
7,045

27,990

(△ 1.2) △ 14,905283,700
最広義人件費

給与、報酬等支給総額

(△ 5.0)

注： 「人件費削減率（補正値）」とは、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人事院勧告を踏
まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率である。なお、平成18年、平成19年、平成20年の行政職
（一）職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ0%、0.7%、0%である。

給与、報酬等支給総額
（千円）

人件費削減率
（％）

人件費削減率（補正値）
（％）

287,191 △ 3,491

年　　　度

総人件費改革の取組状況

ⅲ）

　給与・報酬等支給額が対前年度比5.1％減となった主な要因は、常勤監事の退任に伴う後任補充が非
常勤監事でなされたこと、欠員となった課長補佐の後任補充が行われなかったことである。

　最広義人件費が対前年比で、1.2％減となった主な要因は、派遣職員の増などにより非常勤役職員等給
与が7百万円の増となったものの、給与・報酬等支給額が11,579千円の減となったことによるものである。

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18 年法律第47 号）及び
「行政改革の重要方針」（平成17 年12 月24 日閣議決定）による人件費削減の取組の状況

ⅰ） 　中期目標：「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において示された国家公務員の
定員の純減目標及び給与構造改革を踏まえ、国家公務員に準じた人件費削減の取組を行うこと。

ⅱ） 　中期計画：平成２２年度の常勤役職員に係る人件費を平成１７年度 （２５４百万円）に比べて５．０％以
上（平成２０年度までには概ね３％以上）削減する。ただし、平成１８年度以降の人事院勧告を踏まえた
給与改定分については、削減対象から除く。なお、人件費の範囲は、報酬（給与）、賞与、その他の手
当であり、退職金、福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）は含まない。その際、国家公務員の
給与構造改革を踏まえ、役職員の給与について、必要な見直しを行う。




